
農
業
・
漁
業
の
現
場
な
ど
に
地
域
農
業
者
・

漁
業
者
の
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
ア
イ
デ

ア
な
ど
の
取
り
組
み
を
促
進
す
る
事
業　

▼
補
助
額
＝
提
案
事
業
に
か
か
る
経
費
の

２
分
の
１
以
内
（
上
限
額
１
０
０
万
円
）

▼
募
集
期
間
＝
６
月
30
日
（
火
）
ま
で　

▼
採
択
決
定
＝
７
月
中
旬

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
農
政
課
☎
23
局
３
５
１
７

田
原
市
野
菜
ソ
ム
リ
エ
育
成
支
援

事
業
補
助
金

▼
対
象
＝
次
の
い
ず
れ
の
要
件
も
満
た
す
方

①
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
②
平
成

27
年
４
月
１
日
以
降
に一
般
社
団
法
人
野
菜

ソ
ム
リ
エ
協
会
が
認
定
す
る
「
野
菜
ソ
ム
リ

エ
（
中
級
）」
の
資
格
を
取
得
し
た
方
③
田

原
市
野
菜
ソ
ム
リ
エ
組
織
『
ベ
ジ
エ
ー
ル
渥
美
』

へ
加
入
ま
た
は
加
入
予
定
の
方　

▼
交
付
条

件
＝
補
助
金
の
交
付
年
度
以
降
に
お
い
て
２

年
間
、田
原
市
産
の
野
菜
な
ど
に
つ
い
て
周
知

広
報
、料
理
の
レ
シ
ピ
の
考
案
・
提
供
な
ど
を

年
５
回
以
上
行
い
、そ
の
活
動
報
告
書
を
各

年
の
３
月
31
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

▼
対
象
経
費
＝
資
格
取
得
の
た
め
の
講
座

▼
定
員
＝
４
名
（
先
着
順
）　

▼
補
助
額
＝

上
限
８
万
６
０
０
０
円

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
農
政
課

☎
23
局
３
５
１
７

22
局
３
８
１
７

６
次
産
業
化
等
促
進
支
援
事
業
費

補
助
金

　

田
原
市
産
農
畜
水
産
資
源
を
活
用
し
た

新
商
品
開
発
な
ど
、６
次
産
業
化
、農
商
工

連
携
に
よ
る
事
業
プ
ラ
ン
を
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
市
内
に
住
所
な
ど
が
あ
る
農
林

漁
業
者（
団
体
等
含
む
）お
よ
び
中
小
企
業

者（
過
去
に
こ
の
補
助
金
を
受
け
て
い
な
い

方
を
優
先
）　

▼
対
象
事
業
＝
①
新
商
品

開
発
事
業
②
販
路
開
拓
事
業　

▼
補
助
額

＝
事
業
経
費
の
２
分
の
１
以
内（
上
限
額
＝

【
新
商
品
開
発
事
業
】50
万
円
【
販
路
開
拓

事
業
】20
万
円
）　
▼
募
集
期
間
＝
５
月
29
日

（
金
）ま
で　
▼
採
択
決
定
＝
６
月
中
旬

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
商
工
観
光
課

☎
23
局
３
５
２
２

22
局
３
８
１
７

農
水
産
業
ア
イ
デ
ア
支
援

補
助
金

　

農
水
産
業
分
野
で
の
斬
新
な
技
術
導
入

お
よ
び
ア
イ
デ
ア
支
援
を
目
的
と
し
て
実

施
し
、
そ
の
成
果
を
広
く
市
民
に
情
報
発

信
す
る
こ
と
で
、や
る
気
の
あ
る
農
業
者
・

漁
業
者
の
方
の
意
識
を
高
め
ま
す
。

▼
対
象
＝
田
原
市
に
住
所
が
あ
る
農
業

者
・
漁
業
者
な
ど
（
営
農
組
織
、
営
農
団

体
、
農
業
生
産
法
人
含
む
）
の
３
名
以
上

で
組
織
す
る
グ
ル
ー
プ　

▼
対
象
事
業
＝

◉申込資格　平成27年４月１日時点で、医学部大学生およ
び医学部大学院生の方

◉貸与人数　若干名
◉貸与資金の種類と金額・期間

※修学資金は、重複して申請できますが、貸与期間は通算するも
のとし、原則６年間を限度とします。

◉申込期間　４月１日水～５月15日金　※締切日必着

◉申込方法　健康課にある貸与申請書（市ホームペー
ジからもダウンロード可）に必要事項を
記入のうえ必要書類を添えて直接提出　
※詳細は応募要領をご覧ください。

◉選考方法　書類審査および面接

◉次の条件に該当する場合、貸与した修学資金の返還
　を免除します。

1臨床研修、専門研修または大学院の課
程を修了後、原則として直ちに特定従事
医師（産科・小児科）として、修学資金の貸
与期間の３分の２に相当する期間を市内
の公的医療機関に勤務したとき
2臨床研修、専門研修または大学院の課
程を修了後、原則として直ちに特定従事
医師以外の医師として、修学資金の貸与
期間に相当する期間を市内の公的医療機
関に勤務したとき
※貸与期間が短い場合でも、２年以上の勤務期間
が必要です。月額25万円資金の場合は、勤務期間
に市内の公的医療機関で受ける臨床研修の期間
を含むものとします。

◉問合先・提出先
健康課☎23局3515 23局3810

http：//www.city.tahara.aichi.jp/

田原市医師確保修学資金の申し込み受付を開始
貸与金額が増額、必要勤務期間が短縮されました！
地域医療における医師確保を図るため、将来医師として田原市内の公的医療機関（厚生連 渥美病
院）に勤務する意志のある方を対象に、修学に必要な資金をお貸しします。

名称 貸与金額 貸与期間

大学生修学資金 月額 3０万円または 25 万円
入学時１００万円（１回限り）

正規の修学期間
（６年間を限度）

大学院生修学資金 月額２０万円 正規の修学期間
（４年間を限度）

平成27年4月1日│　 │21│　 │21


